
教育文化会館田島分館電話機装置賃貸借仕様書 

 

１  目的 
本仕様書は、教育文化会館田島分館で使用する電話機装置の賃貸借について、必要な事項を定めるもの

である。 
 

２  設置場所  
教育文化会館田島分館（川崎市川崎区追分町１６番１号 カルナーザ川崎４階） 

 

３  契約期間 
契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４  賃貸借物品の内容 
複数の電話回線を収容することができる電話機（以下「ビジネスホン」という。）は、ビジネスホ

ン主装置（以下「主装置」という。）より、配線されたケーブルで利用するもので、その主装置と

ビジネスホンを賃貸借する。また、その機能は次のとおりとする。 
 
（１） 主装置の仕様 

 

仕様内容 装置内容 台数等 

外線数 アナログ回線を、４回線以上収容できる。 
実装４回線、現用２回線とする。  

ビジネスホン数 最大３０台使用できる。 ５台 

寸法 
（幅×奥行×高さ／ｍｍ） 

４５０×３２０×１３０  
※設置方法は壁掛けとする。 
※設置スペースの関係で、幅、奥行、高さは上記の寸

法以下とする。 

 

消費電力 
（最大ＶＡ） ３００  

付属部品等 
（装置は、基本的に必要なユニッ

トの搭載が可能） 

1 アナログ外線ユニット 
2 スターユニット 
3 電池劣化判定ユニット 
4 １２Ｖ－０．７Ｈ－ＬＭＭ蓄電池 
5 その他装置の稼働に必要なもの 

必要量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

（２） ビジネスホンの仕様 
 

仕様内容 装置内容 台数等 

電話機本体 
停電電話機（２４ボタン） １台 
標準電話機（１８ボタン） ２台 
カールコードレス電話機（２４ボタン） ２台 

５台 

寸法 
（幅×奥行×高さ／ｍｍ） 

停電電話機・標準電話機     １９０×２７０×８５ 
カールコードレス電話機（本体） １９５×２７０×８５ 
カールコードレス電話機（子機）  ５０×１９５×４０ 
※設置スペースの関係で、幅、奥行、高さは上記の寸法以下と

する。 

 

使用電源 

カールコードレス電話機（本体） 主装置より給電 
カールコードレス電話機（子機） ニッケル水素電池 
（ＤＣ３．６Ｖ ５５０ｍＡｈ） 
※ 子機については予備バッテリーを２個用意すること。 

 

消費電力 
（最大Ｗ） 

カールコードレス電話機（本体） ７．０（動作時） 
カールコードレス電話機（子機） ０．４（動作時） 

 

 

５  その他 
（１） 賃貸借期間満了後の機器は再リースできるものとし、詳細は発注者と受注者との協議のうえ決定する 

こと。また、賃貸借期間満了後、再リースを行わない場合は、受注者の責任において賃貸借機器を取り 

外し回収すること。 

（２） 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８ 
号）による他、発注者と受注者との協議のうえ定めるものとする。 


